
 
幼児教育・保育の無償化について 

〇 2019年10月から、３歳児クラス～５歳児クラスのお子様については保育料が無償化さ
れます。 

〇 無償化される3歳児クラス～5歳児クラスについては、保育料が無償化されますが、給食
の食材料にかかる費用（給食費）については、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費
用であることから、無償化の対象外となり、保護者の皆様のご負担となります。（実費負
担） 

                               
 
                           

〇 0歳児クラスから2歳児クラスのお子様については、今般の無償化
により市区町村民税非課税世帯を対象に保育料を無償化するもので
すが、習志野市では既に無償化していますので、変更はありません。 

0歳児～2歳児用 

～保育所・こども園（長時間児）０歳児ｸﾗｽ～２歳児ｸﾗｽの保護者の皆様へ～ 

参考：3歳児〰5歳児クラス 無償化後（2019年10月以降）～ 

問い合わせ先：習志野市 こども部 こども保育課 
TEL：０４７－４５３－７３６４  

保育料 
（食材料費以外） 

無償化 

  主食費 

保護者の皆様 
副食費 

市町村への保育料の支払い
は不要になります。 

市立施設は市へ 
私立施設は各保育所・こども園へ 

主食分と副食分の給食費をま
とめてお支払いいただきます。 

年収360万円未満相当世帯と第
3子以降は減免(負担なし）とな
ります。 
※第3子は小学校就学前子どもの人数となります。 

負担軽減措置 


